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議案第１９号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得したいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和６年６月３日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 財産の種別及び数量 消防ポンプ自動車 ２台 

２ 取 得 の 目 的 常総市消防団用 

３ 取 得 の 方 法 指名競争入札 

４ 取 得 金 額 ５２，６６５，２９６円 

５ 取 得 の 相 手 方 茨城県古河市幸町１番４５号 

小池株式会社 

代表取締役 小池 昌平 

 

提案理由 

本案は，去る５月２３日に指名競争入札を行った消防ポンプ自動車の取得につ

いて，予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例に定める額を超えていることから，落札者と仮契約を締結したので，これを提

出する。 
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◎議案第１９号 財産の取得について 

 

消防ポンプ自動車は，災害現場での故障や不具合があってはならず，必要な

車両等の更新整備を行い，消防体制の充実強化を図る必要があることから，更

新を進めております。 

今回，更新を予定する消防ポンプ自動車は，本豊田，曲田，新石下（六軒）

を管轄する常総市消防団第１７分団の車両及び古間木，古間木新田，古間木沼

新田，鴻野山新田を管轄する第２１分団の車両で，いずれも導入から２０年を

経過しており，性能の低下や経年劣化による車両の腐朽が著しく，近年では機

器の不具合等による修理が増加しているとともに，一部部品の生産終了等によ

り消防車両としての維持管理が困難な状況であります。 

消防ポンプ自動車の調達につきましては，指名競争入札に付し，４者からの

応札の結果，小池株式会社が５千２百６６万５千２百９６円で落札し，令和

６年５月２３日に仮契約を締結いたしました。 

これは，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に該当しますので，地方自治法第９６条第１項第８号の規定により

議会の議決をお願いするものです。 








